
No. 課名 テ ー マ 内容
1

総務課

役場の行政組織の概要について 役場の組織と主な業務内容の説明

2 防火対策について
一人一人が心がける防火への取り組みと町の防火体制および火災時の対
応についての説明

3 防災対策について 一人一人が心がける災害への備えと町の災害対策についての説明

4 交通安全教室
歩行者、自転車を対象とした交通ルール、マナー習得のための交通安全
教室の実施

5 選挙制度について 選挙制度の概要と選挙運動のルールなど選挙制度全般の説明
6

企画課

ふれ愛タクシーについて ふれ愛タクシーの内容、利用方法などの説明
7 空き家・空き地バンク制度について 空き家・空き地バンク制度の概要および現在までの取り組み状況の説明
8 男女共同参画とは 「男女共同参画」についての話
9 ワーク・ライフ・バランスについて これからの働き方・暮らし方について考えよう

10 財政課 町の財政事情のはなし 町の財政状況や財政健全化への取り組みなどの説明

11 税務課 税金について
町民税・固定資産税・軽自動車税などの町税全般について、
課税の仕組みや額の決定方法、納付方法などの説明

12
福祉課

よくわかる介護保険 介護保険制度の概要、介護保険サービスの内容についての説明
13 障害福祉サービスについて 障害福祉サービスの内容についての説明
14 包括支援センターについて 包括支援センターについての話
15 子育て支援課 保育所などの入所について 保育所などの入所についての説明
16

保健福祉
センター

介護予防について 介護予防教室についての説明
17 乳幼児の健康づくり 乳幼児の健康についての話
18 成人の健康づくり 生活習慣病予防についての話
19 環境対策課 ごみと資源の出し方について ごみと資源の分別や減量化についての説明
20

保険年金課
国民健康保険のしくみ 制度の目的と内容などの説明

21 医療福祉費支給制度のしくみ 制度の内容と利用方法について説明
22 後期高齢者医療制度のしくみ 制度の内容や役割、保険料などについて説明
23 経済課 悪質商法にご用心 さまざまな悪質商法の手口と対処方法についてのお話
24 都市整備課 下水道について（処理場見学） 下水道のしくみ・利根浄化センター見学
25 学校教育課 保護者への補助制度について 補助制度の概要についての説明
26

生涯学習課

利根町の歴史について 希望のテーマによる郷土の歴史の解説（内容により資料館などで実施）
27 気軽に楽しむスポーツについて スポーツ推進委員の協力のもと、気軽にできるスポーツや運動を紹介
28 図書館の上手な活用方法 本の検索の仕方など、図書館に関する基本的な利用方法の説明
29 公民館施設の使用について 社会教育施設としての利用の仕方、公民館事業の内容についての説明

30 議会事務局 町議会のしくみと役割
町議会の傍聴方法、定例会、臨時会の開催など、町議会全般についての
概要説明

メニュー 一覧

令
和
元
年
度
利
根
町
出
前
講
座

～
お
気
軽
に
ご
注
文
く
だ
さ
い
～

　

町
政
に
関
す
る
多
彩
な
分
野
の
メ
ニ
ュ
ー
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。
ご
希
望
の

テ
ー
マ
を
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
職
員
が
皆
さ
ま
の
会
合
や
学
習
会
な

ど
へ
お
伺
い
し
ま
す
。

　

出
前
講
座
を
希
望
す
る
団
体
や
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
の
方
は
、
申
し
込

み
の
前
に
担
当
課
と
日
程
な
ど
に
つ
い
て
十
分
調
整
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、

受
講
希
望
日
の
20
日
前
ま
で
に
、
利
用
申
込
書
を
担
当
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
利
用
申
込
書
は
、各
担
当
の
窓
口
に
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
講
座
開
催
の

可
否
は
、
利
用
申
込
書
を
提
出
後
に
、
担
当
課
か
ら
連
絡
い
た
し
ま
す
。

●
テ
ー
マ

　

交
通
安
全
、
空
き
家
・
空
き
地
バ
ン
ク
制
度
、
介
護
予
防
な
ど
、
身
近

な
話
題
か
ら
町
が
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
施
策
ま
で
、
計
30
の
テ
ー

マ
か
ら
お
好
き
な
テ
ー
マ
を
お
選
び
い
た
だ
け
ま
す
。

●
講
師
に
つ
い
て

　

会
場
に
は
、
担
当
す
る
課
の
職
員
を
派
遣
し
、
ご
希
望
の
テ
ー
マ
に
沿
っ

た
施
策
に
つ
い
て
の
説
明
・
紹
介
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
職
員
の
派
遣
に

関
す
る
費
用
、テ
キ
ス
ト
代
な
ど
は
、一
切
不
要
で
す
。
そ
の
他
の
費
用
は
、

申
し
込
み
団
体
で
ご
負
担
願
い
ま
す
。
ま
た
、
会
場
に
つ
い
て
は
、
申
し

込
み
団
体
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
要
望
や
苦
情
だ
け
を
お
伺
い
す
る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
旨

ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
対
象
者

　

町
内
に
在
住
、
在
勤
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
、
10
人
以
上
で
構
成
さ
れ

た
団
体
や
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

た
だ
し
、
営
利
目
的
や
政
治
・
宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
集
会
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

●
開
催
日
時

　

月
～
金
曜
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
原
則
）

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
・
年
末
年
始
は
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。）

１
講
座
は
質
問
を
含
め
２
時
間
以
内
で
す
。

※
生
涯
学
習
課
の
出
前
講
座
は
、休
館
日
に
あ
た
る
と
き
は
ご
利
用
出
来
ま
せ
ん
。

●
申
し
込
み
方
法

キリトリ

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

題　名

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性　別 
ご住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　齢

（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 

お　名　前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日中連絡のとれる）

本意見の回答を
□　希望する　　　※回答を希望する場合、 
□　希望しない　　　ご住所、お名前、電話番号を必ずご記載ください。

この線に沿って内側に折り畳んでください。

「
町
長
へ
の
手
紙
」
の
使
い
方

・
町
長
へ
の
手
紙
は
、
切
手
不
要
の
便
せ
ん
（
封
筒
）

に
な
っ
て
い
ま
す
。

・
用
紙
を
キ
リ
ト
リ
線
で
切
り
離
し
、「
の
り
し
ろ
」
の

部
分
に
の
り
を
付
け
、
記
入
い
た
だ
い
た
ご
意
見
が

内
側
に
な
る
よ
う
二
つ
に
折
っ
て
貼
り
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。
切
手
を
は
ら
な
い
で
、
お
近
く
の
郵
便
ポ

ス
ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

・
こ
の
便
せ
ん
は
、
令
和
２
年
３
月
31
日
（
火
）
ま
で

使
用
で
き
ま
す
。

●内容、趣旨が不明なもの
●特定の個人や団体をひぼう中傷するもの
●営利を目的としていることが明らかなもの
●公序良俗に反するもの
●架空名義や第三者へのなりすましと判明したもの
●町が担当する事務でないもの
●その他、町が不適当と認めたもの

ご意見の内容などが、次に該当する場合は、回答できない

ことがあります。

ご回答できない事例

「町長への手紙」

町全体の課題として共有していくため、役場１階『情報公開コーナー』で公開することを  □  承諾する　□  承諾しない
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